
こまきこども未来館市外居住者の使用料徴収 

について 
 

こまきこども未来館について、市外居住者の利用を開始するにあたり、

繁忙期において市民がある程度優先的に利用ができるようにするとともに、

施設の運営や維持管理に関する受益と負担の公平化の観点から、使用料を

徴収します。 

 

１ 実施日 新型コロナウイルス感染症の動向を注視しながら決定  

 

２ 対象者  市外に住所を有する満１歳以上の者 

 

３ 使用料 大人・子供 400 円 

 

４ 対象となる日 

  ・日曜日、土曜日、祝日 

  ・夏休み、冬休み及び春休み 

 

 

 

担当課：小牧市 こども未来部 多世代交流プラザ 

問合先：０５６８－７１－８６１６ 


